
平成22年９月橋本市議会定例会会議録（第５号）その３ 

平成22年９月16日（木） 

                                          

   

 日程第５ 認定第１号 平成21年度橋本市

一般会計決算の認定について 

○議長（中西峰雄君）日程第５ 認定第１号 

平成21年度橋本市一般会計決算の認定につい

て を議題といたします。 

 便宜、事項別明細書により歳出から款別に

行います。決算書の80ページをお開きくださ

い。 

 まず、１款議会費、80ページから83ページ

まで、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、２款総務費、82ページから139ページまで、

質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、３款民生費、４款衛生費、138ページから

209ページまで、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、５款労働費、６款農林水産業費、７款商

工費、208ページから241ページまで、質疑あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、８款土木費、９款消防費、240ページから

281ページまで、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、10款教育費、280ページから349ページま

で、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、11款災害復旧費、12款公債費、13款諸支

出金、14款予備費、348ページから355ページ

まで、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、歳

出を終わります。 

 引き続き、歳入に入ります。20ページをお

開きください。 

 １款市税、２款地方剰余税、３款利子割交

付金、４款配当割交付金、５款株式等譲渡所

得割交付金、20ページから25ページまで、質

疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、６款地方消費税交付金、７款ゴルフ場利

用税交付金、８款自動車取得税交付金、９款

地方特例交付金、10款地方交付税、11款交通

安全対策特別交付金、24ページから27ページ

まで、質疑ありませんか。 

 11番 岩田君。 

○11番（岩田弘彦君）24ページ、25ページ、

地方交付税のところなんですが、普通交付税

64億1,000万円と特別交付税10億円ほどです

か、載っていますけれども、一つお聞きした

いのが、これは合併算定替えの分を含めてき

ていると思うんです。一番気になるのが、合

併算定替えがなくて一本算定の場合、かなり

変わってくると思うんですよ。それで、合併

特例期間がなかったとしたら、一本算定です

よね。それで今回の決算をしたとしたら、ど

のようになるのかということで、基金取り崩

さずに決算を打てましたよという、いい報告

をいただいておりますが、それは仮の姿であ

りまして、本来は一本算定、その差があった

場合、決算はどのようになるのか、どのよう
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な財政状況になるのか、予想できると思いま

すので、説明お願いします。 

○議長（中西峰雄君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）岩田議員のご質問

にお答えしたいと思いますけれども、普通交

付税は合併した自治体の優遇措置ということ

で、合併前の旧市、旧町ごとで積算した合計

額ということで、これがいわゆる合併算定替

えという方法で交付税額が決定されてござい

ます。 

 本市では、平成26年度までの期間が合併算

定替えによる積算方法で交付税が計算される

ということになっておりまして、平成27年度

から平成31年までの５年間で、段階的に交付

税が減らされてきまして、平成32年には合併

後の新市としての通常で計算した普通交付税

の額ということになります。 

 本市の平成21年度の普通交付税の決算額が、

今議員がおっしゃったとおり64億1,097万

8,000円でございますけれども、これを一本算

定、新市としての計算で積算したとすれば、

21年度は57億4,977万円になります。つまり、

合併算定替えと一本算定での差額というのが

約６億6,000万円ぐらい出てくると。一本算定

のほうが６億6,000万円現在よりも少なくな

るということになります。当然、一本算定と

いうことで、普通交付税になりますと、平成

21年度のような歳出予算額、約256億5,000万

円あるんですけど、当然そんな予算規模、決

算規模を打てるわけがございません。 

 そうなりますと、どこで調整するというこ

とになるわけでございますけれども、まず投

資的経費を抑制していくということになろう

かと思います。投資的経費だけじゃないんで

すけど、当然人件費、物件費も含まれるんで

すけれども、投資的経費を中心に抑制してい

くということになったと思います。決算どお

りの256億6,000万円の支出をしなければなら

ないということになりますと、当然財源不足

というのが出てきますので、その交付税の減

額分６億6,000万円ぐらいの分は財源不足と

いうことになってきますので、その場合は財

政調整基金とか減債基金等を取り崩してやり

くりしなければならないというような状況に

なったと考えます。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）11番 岩田君。 

○11番（岩田弘彦君）本来であれば、そうい

う状態であるんですけれども、合併特例で財

政的に甘えさせていただいているという解釈

をするほうが、私は将来に向けて健全だと思

いますので、今回は上手に経営していただけ

たので、基金を取り崩さずとも、プライマリ

ーバランス的にもよく決算が打たれているん

ですが、これは仮の姿であるということは肝

に銘じておかないと、将来難儀すると思うの

で。 

 それと、もう一点聞きたいのが、私は単純

に思うのは、歳出を削減するとするんであれ

ば、経常経費等はもう当然要りますし、枠配

分して絞っているんで、削れることはないと、

今の状態でいくと。それでいくと、投資的経

費を削らな仕方ないという、これは民間経営

でもそうですけれども、お金がなかったら投

資できないだけの話で、まずは今要るランニ

ングコストを払っていくという形になると思

うんで、そうしたらこの６億6,000万円という

のは、一般財源というか、単費の財源が６億

何ぼでしょう。それなら投資的経費でいいま

すと、総額にしたら28億7,600万円かな、今決

算出ているのが。それでいくと、その中の一

般財源分が６億円減るということは、28億円

から６億円引いたということにはならないで

しょう。もうほんまに投資的経費が使えない

んだと。というのは、補助金で膨らまし、そ

して起債を起こして特例債使いながらやって
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これだけ使えているんで、その原資ですんで、

まず聞きたいのは、６億6,000万円、単費の一

般財源が縮小したとしたら、投資的経費の総

額は予想でどのぐらいになるかというのを一

個聞きたいのと、先日から同僚議員が、やは

り市内の経済情勢からいうたら、市内でお金

が回るようにせなあかんというのを主張され

ております。当然だと思います。 

 私もあまり賢くないんですが、ケインズの

経済理論でいきますと、公共投資をある程度

しないと、市内の景気は回らないという状態

もあると思うんです。その宿命も市は背負っ

ておりますので、この投資的経費ばかりにし

わ寄せがいくということは、あまり市内経済

にとってはよくないと。今までの投資的経費

でもかなり減っていますでしょう。私が議員

になったときに使っていた投資的経費と今使

われている投資的経費の総額はかなり縮んで

いると思うんですよ。多いとき四、五十億円

使っていたかわからないですが、半分ぐらい

までになってきているという状況なんで、要

は経常経費というのをしっかり削れなかった

ら、今からそういうふうな計画を立てておか

ないと、将来、ここにいらっしゃる人はもう

引退されていていいかもしれませんが、次の

世代の職員がここに出るような立場になった

ときには、その事務方の、市長の思いはよう

わかるんです。市長の思いを実現するのは事

務方なんで、そのために、やはり事務方がし

っかりと経常経費的なところを絞ってあげる

というのが大事なんで、将来清原副市長がお

って、塚本理事がおって、吉田企画部長がお

って、中山総務部長がおるときに、しっかり

とした改革をしてくれていなかったんで、将

来私ら大変な目になっているよと言われたく

ないので、来年からの予算編成に向けて、こ

れが一本算定であるという状態で、これは余

分にいただいているんやという感覚で私は経

営していくべきだと思いますので、予算編成

をこれからしていくでしょう。その辺の心構

え、これは私は市長に言うてるのと違うんで

すよ。やはり事務方が市長にこういう状態で

すと、市長の思いを実現するためにはここは

スクラップせんなんとかというのを言うてい

かんなんと思いますので、その辺の心構えに

ついて、事務方のトップのご意見をお聞きし

たいと。 

 この二点、よろしくお願いします。 

○議長（中西峰雄君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）まず一点目でござ

いますけれども、平成21年度の普通会計ベー

スで申しますと、普通会計ベースの歳出総額

というのが258億7,116万3,000円でございま

す。そのうち投資的経費というのが28億7,662

万円で、普通会計ベースでの歳出総額の

11.1％が投資的経費でございます。投資的経

費が28億7,662万円あるんですけれども、当然

その中には、財源といたしましては国庫補助

金なり市債等があるわけですけれども、その

うち本市が一般財源として支出する額という

のが約８億円です。先ほど申しましたとおり、

交付税で合併算定替えと一本算定の間で約６

億6,000万円差があるということで、当然投資

的経費を、８億円の分から６億6,000万円を差

し引いたら、投資的経費で調整したとすれば

ですけれども、１億4,000万円の一般財源でし

か投資的経費に使えないということになるわ

けです。それで計算しますと、28億7,662万円

のうちの一般財源というのが８億円というこ

とで言わせていただいたんですけれども、そ

れがたいだい投資的経費の27.8％になります。

同じように、一般財源を１億4,000万円とした

場合に、逆算して計算しますと、同じ率で計

算しますと、約５億円の投資的経費しか予算

が組めないということになりますので、今の

21年度決算ベースでいう28億円の投資的経費
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が５億円しか組めないという、そういう事態

になります。 

さきの一般質問で石橋議員でしたか、地域

経済の活性化ということで、やはり公共事業

を積極的にしなければいけないんじゃないか

というような趣旨だったと思うんですけれど

も、そのためには公共投資、投資的経費を極

端に減らすということはなかなかできません。

極端に減らしますと、地域経済が破綻してし

まうという状況になろうかと思いますので、

やはり市といたしましては、投資的経費だけ

で調整するんじゃなくて、人件費、それから

さらなる物件費の削減等々に取り組んでいか

なければならないんではないかと考えます。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）橋本市では、平成20

年度よりこれまで、予算編成方式を予算の積

み上げ方式から財源の枠配分方式ということ

で、３年間目標を立てて取り組んできており

ます。 

 このような中で、やはり職員自らが、自分

が今やっている事業なりをきちっと見つめ直

して、スクラップ・アンド・ビルドというこ

との取り組みをしていただきたいということ

を常々情報発信をしてきました。なかなか、

組織についてもそうなんですけれども、一旦

大きくなれば、そこで職員がもう目いっぱい

一生懸命仕事をしますので、それをスクラッ

プしていくというのはなかなか難しいという

か、予算についても事業についても、そうい

う一面がございます。 

 しかし、そうは言っておられませんので、

今後国の、現在まだ予算編成方針といいます

か、そういうのも出ておりませんので、そう

いったものも注視しながら、さらに橋本市と

いたしましては、今後も健全財政を維持しな

がら、また先ほど議員もおっしゃられました

地域経済の活性化とのバランスというのも大

事でありますので、そういうものもとりなが

ら、23年度以降の予算編成を考えてまいりた

いと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、12款分担金及び負担金、13款使用料及び

手数料、14款国庫支出金、15款県支出金、16

款財産収入、17款寄附金、26ページから57ペ

ージまで、質疑ありませんか。 

 21番 上久保君。 

○21番（上久保 修君）委員会付託になるの

かもわかりません。ちょっと気になるところ

でしたのでお聞きしておきます。 

 31ページの使用料のところで、社会教育使

用料、これは上げられている中では一番多い

産業文化会館の使用料が上がっております。

何を聞きたいかといいますと、約十何％減免

されていると思うんですが、以前から僕もち

ょっと指摘させていただいたように、減免の

額が低くなったように思うんですが、委託し

て、社会教育団体であったり、いろんなとこ

ろに減免をきっちり対象として扱いをされた

のかどうか。今までは本当に何かようわから

んかったんですが、ここら辺どういうふうに

決算で、当局は評価されていますかね。 

○議長（中西峰雄君）上久保議員、33ページ

ですね。 

○21番（上久保 修君）済みません、31ペー

ジの社会教育使用料の産業文化会館、654万

3,445円。 

○議長（中西峰雄君）産業文化会館ですね。 

 教育次長。 

○教育次長（西本健一君）申しわけありませ

ん。減免の額等についてはちょっと手持ちの

資料がございませんので、後ほど答弁させて
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いただきます。 

○議長（中西峰雄君）21番 上久保君。 

○21番（上久保 修君）主要施策成果表はお

持ちでないんですか。この中に、134ページの

ところに減免の金額載っていますよ。134ペー

ジ見てください、一回。 

 そしたら、大ホールから始まって３階の和

室まで654万3,445円、減免が個々にいくらあ

りました、75万4,826円減免ありましたという

ことになっています。ここら辺の数字を見て、

僕はちょっと感じたんです。だから聞いたん

です。今までですと、ややもすれば、そうい

う減免対象になる部分があまりにも不透明だ

ったと思います。で、一度指摘させてもらい

ました。文スポに移行されてから、これがき

っちりとされてなったのかもしれませんけど、

ここら辺はやはり行政はもう少しきちっと、

いまだにそういうことになっていないのか、

ちょっとやはりきっちり検証すべきだと思い

ますけど、その辺はっきり説明していただけ

るんですか。 

○議長（中西峰雄君）教育次長。 

○教育次長（西本健一君）今、ご指摘いただ

いたことを整理させていただきまして、ご答

弁させていただきますので、しばらくお待ち

ください。 

○議長（中西峰雄君）21番の上久保君の質問

に対する答弁を保留いたします。ほかにござ

いませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、18款繰入金、19款繰越金、20款諸収入、

21款市債、56ページから77ページまで、質疑

ありませんか。 

 11番 岩田君。 

○11番（岩田弘彦君）75ページで、市債の退

職手当債なんですが、21年度決算で退職手当

債発行したのは３億5,620万円ということな

んですけれども、今現状、退職手当債の発行

総額はどのぐらいになっていて、何ぼか返済

してあるんかな、その辺ちょっと教えてほし

いのと、退職手当債につきましては、合併特

例債と、何回も何回も言いますが、合併特例

債の場合でしたら、市の返済分は30％、退職

手当債は市が100％返済していかんなんとい

うことになりますので、これをあまり発行し

過ぎますと、また将来に大きな負担というこ

となので、後の人が大変という形になるので、

私としたら今後大量退職を迎えるのはいたし

方ないと思うんですが、なるべく発行を控え

るような財政計画にしていただきたい。 

 それについてと、もう一点、77ページの臨

時財政対策債、これも国の財布の、地方交付

税の不足分を国が半分、市が半分借金しとっ

て、全額100％将来は返しますということで発

行していますけれども、今政権が一括交付金

とか何かいろいろ言っていますが、どさくさ

に紛れて、これもちょっと地方で返してよと

いう可能性もなきにしもあらずと思っており

ますので、これについては100％国が責任持つ

と言ったら、国の借金を市にさせとるんです

から、必ず国に返していただけるように強く

言ってほしいのと、そうなってもらわないと

困ることですので、それについてのご所見等

お伺いしたいです。 

○議長（中西峰雄君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）まず退職手当債で

ございますけれども、平成21年度末で全部で

10億2,530万円を発行しております。退職手当

債につきましては、元金の償還がまだ始まっ

ておりません。21年度まででは、決算では。

22年度から償還が始まるかと思います。 

 今後、退職手当債の発行なんですけれども、

23年、24年、25年で市の職員の大量退職が発

生してまいります。３年間で100名あまりの職

員が退職するということになりますので、市
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といたしましては、やはり退職手当債を発行

したいと考えております。26年度以降なんで

すけれども、26年度以降につきましては退職

者も徐々に減ってまいりますので、できる限

り退職手当債を発行しないという考え方でお

ります。 

 前にもご説明いたしましたけれども、中期

財政計画におきましても、26年度以降は退職

手当債を発行するという考え方を持っていま

せんので、その考え方に基づいて中期財政計

画も策定させていただいてございます。 

 それから、臨時財政対策債でございますけ

れども、これにつきましては、議員がおただ

しのとおり、本来交付税として国が交付すべ

きものを、国が財源がないものでございます

ので、地方に借金をして、その借金した分を

後々国が100％見ますということで、実質交付

税と呼ばれるものでございます。普通交付税

と臨時財政対策債をあわせて実質交付税と呼

ばれるものでございます。これにつきまして

は、元々のルールというのが、そういう国の

財源不足からきているものでございますので、

当然国が本来交付税として交付すべきもので、

それが財源がないもので地方に借金をさせと

るということになりますので、国がすべて負

担すべきものと考えてございますし、将来に

ついても100％国が補填するということにな

ろうかと思います。もし100％補助しないとい

うことになれば、やはり地方６団体もすべて

皆反対すると思いますけれども、当然政権運

営にもかかわる重大なことになってこようか

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）11番 岩田君。 

○11番（岩田弘彦君）臨時財政対策債につき

ましては、十分理解させていただきました。

退職手当債につきましては、中期計画もある

んですが、それはあるんですが、その中でも

やはりなるべく少しでも発行しなくても済む

ようにしていかないと、私はこれが返済のと

きに一番怖いと思いますので、合併特例債も

使い切る状態になって、３年据え置きで返済

していくとなってくると、重なるのが、単純

に言うたら、27年度で使い切ったらよう重な

っているのも27年、28年、29年、30年ぐらい

に重なっていってということで後でしんどな

ってくるという形になってくるので、それも

予想しますと、それの発行というのはなるべ

く抑えてほしい。どないか工夫してでも抑え

てほしい。耳の痛いことをだれか言わんなん

さかいに、将来心配して言わせていただいて

いますので、私も心を鬼にして言わせていた

だいていますので、そういうふうな財政計画

をしっかりやってほしい。中期とかわかりま

すけども、その中でも減らしてほしい。 

 答弁お願いします。 

○議長（中西峰雄君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）退職手当債という

のは、当然合併特例債のように普通交付税で

一部措置されるということは全くございませ

んので、すべて一般財源で措置されるという

ことになります。したがいまして、平成20年

度の退職手当債も実は発行する予定だったん

ですけれども、財政状況を見ながら実際は退

職手当債を発行しなかったと。というのは、

できるだけ今みたいに借金をつくらないとい

うことの前提に立って発行しなかったという

ことでございますので、財政といたしまして

は、できる限り一般財源の多く持ち出しの起

債については、発行を抑制していくというの

が主たる考え方でございますので、今後もそ

の考え方で実施していきたいと考えておりま

す。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、歳
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入を終わります。 

 それでは、一般会計決算書全般について行

います。質疑ありませんか。 

 13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）何点かお尋ねをしたい

と思います。 

 まず一点目は、10款の教育費の中で中学校

費全般なんですけれども、執行率が46.5％と

非常に低くなっておりまして、翌年度の繰り

越しに大半がいっとるんですけれども、これ

は耐震とかそういった関係での遅れで翌年度

に繰り越しておるのか、その中身についてお

尋ねをしたいと思います。 

 それと、もう細かなことはまた委員会のほ

うにお任せをしたいと思いますので、全体的

なところで、こども園をはじめ民間委託等始

まっていっとるわけですけれども、今回の決

算から見て、どの程度の経済的な効果が現れ

たのか、また、今後どのようにそれを期待し

ていくのかという当局の見解をお尋ねしたい

と思います。 

 それともう一点が、先ほども議論に出てお

りましたけれども、20年度から枠配分方式が

予算編成の方針としてございまして、今回２

年目の決算なんですけれども、今各部ごとで

の物件費を中心とした枠配分が行われている

んですが、これに対して何らかの支障、不都

合というのが各部において起こらなかったの

かどうか。また、それについて今後の、一応

３年間ということでしたけれども、２年目の

決算を終えて今後の方針等についてお尋ねを

したいと思います。 

○議長（中西峰雄君）教育次長。 

○教育次長（西本健一君）中学費の繰り越し

の関係でございますが、その内容につきまし

ては、平成22年度へ全部繰り越しする用事が

ございます。国の経済対策にある補正予算分

でありまして、平成22年度を予定していたも

のの前倒し予算の対応になったものでありま

して、内容的には高野口中学校の耐震補強工

事１億8,916万3,000円、これは未契約繰り越

しで全額22年度への繰り越し、未契約の繰り

越しということになっております。それと、

西部中学校の耐震補強工事190万7,000円も同

様の内容で繰り越しをさせていただいており

ます。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）認定こども園、

保育園、幼稚園を集約して認定こども園とい

うことで事業を展開しておるわけですけれど

も、高野口こども園、まだ開園して１年あま

りしかたっていない初めての決算になります。

そういうことで、委託料とこれまで各合併す

る前の、統合する前の園の人件費相当分の対

比しかまだできない状況ですので、もう少し

１園、２園と増える中で、目に見える形で数

字として効果が出てくるのではないかと思っ

ています。委託料と人件費、総額比較します

と、当然こども園のほうが決算の数字として

は低い数字になっております。具体的な数字

については、ちょっと比較表を持っておりま

せんので、この場で答弁できません。 

○議長（中西峰雄君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）枠配分に関係して、

私のほうからお答えしたいと思います。 

 枠配分につきましては、平成20年度から実

施をしておるわけでございまして、当初20年

度で初めて実施したものですから、当初の段

階では、やはり職員の中では戸惑いというん

ですか、それらもあったと思いますけれども、

２年目、今年度の３年目にかけましては、職

員全員とはいきませんけれども、やはり意識

という面でかなり自分らでできるところは自

分らでやるというような、それからどこかの

部分を経費削減してこちらへ回すとかという
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ような、いろんな取り組みをしていただいて

ございまして、そんな関係で、かなり経費が

削減できた、特に物件費を中心に経費が削減

できたと考えております。 

 今後ですけれども、枠配分は一応３年間と

いうことで考えておりましたけれども、やは

り今後も枠配分を実施してまいりたいと考え

ております。枠配分によって、削減率はまだ

考えていませんけれども、今後考えたいと思

いますけれども、枠配分方式という取り組み

につきましては、やはり効果があるものだと

思っていますので、今後も引き続き実施して

まいりたいと考えております。 

○議長（中西峰雄君）13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）教育費のほうはわかり

ました。ありがとうございます。 

 ことも園ですけれども、監査委員からの決

算審査の意見書の中で、民間委託等の推進で、

こども園、事業規模約２億700万円にて大きく

効率化、ここで効果１億1,600万円というよう

な指摘があるんですけれども、このあたりも

また参考にしていただいたらいいんですが、

初年度、１年目なんで、かなりの投資もかか

っていると思うんですよね。遊具にしてもか

なり外国製の高価な物が入っていたかと思い

ますし、初年度なのであまり経済的効果とい

うのを求めるのは難しいのかなと思うんです

けれども、１園だけだったらいいんですが、

幼保一元化５カ年計画で、これから５園つく

っていくわけですね。このトップのモデルケ

ースになるわけです。ここで、いつも保護者

との説明の際に、経済的効果だとかというよ

うなことが議論になってきますし、子どもの

安全ですとか、職員の配置の問題、結局財政

のところへ来ると思うんです。今回、１年目

の決算、１年目なのでまだわかりませんじゃ

なくて、一応決算しているんだから、１年た

ったんだから、さまざまな事情で今後どうな

るかというのはありますけれども、まずここ

で一旦、１年目終わって財政的にどうなのか

というのを、しっかりと総括をしていただい

た上で、次の計画に進んでいくべきだと思う

んですが、そのあたりも含めて再度お願いし

たい。 

 それと、枠配分についてですけれども、聞

き方も大ざっぱなのでそういった答弁になる

のかなとは思うんですけれども、今後さらに

シーリングをかけていくということなんです

が、どこまでいったらいいんですかという議

論が出てくると思うんです。絞って絞って、

もうこれ以上出ないというところまで絞り切

ると、またどこかに支障が出てくるんじゃな

いかなと思いますので。それと、むしろ先ほ

どもありましたけれども、投資的経費、こち

らのほうもある程度考慮していかなければい

けないのかなと思うんですけれども、その点

についてお尋ねをいたします。 

○議長（中西峰雄君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）枠配分についてで

すけれども、先ほど私、答弁の中では絞ると

かという、そういう答弁はしていないと思い

ます。枠配分方式を今後も維持すると。なぜ

かといいますと、その枠配分、今までやって

きた枠配分方式が、物件費を中心に経費を削

減できたということで、今後もこの方式につ

いてはやはり維持すべきであると。ただ、そ

れが５％カットになるのか、３％カットにな

るのか、現状維持になるのかというのは今後

の財政状況を見ながらという話にもなるわけ

でございますけれども、まずは枠配分方式を

今後も維持したいということでございますの

で、よろしくお願いします。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）大変失礼しま

した。ちょっと勉強不足で。 

 高野口こども園につきましては、監査委員
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の意見書でも１億1,600万円の効果があった

ということを記載されております。続いてす

みだ保育園、橋本保育園の説明もしてまいり

たいと思っておりますけれども、各園によっ

て統合する園の規模等が違います。また、子

育て支援センターにも新たに併設するという

ことで、新たな事業が入ってまいります。こ

れらを含めて、詰まるところコスト削減につ

ながるわけなんですけれども、浮いた部分の、

いくらかというより大部分はそういった子育

て支援の部分へ再投資していきたいと考えて

おりますので、個々のこども園の経費削減効

果、あるいは新たに展開します新規事業、こ

れらの経済比較も詰めながら、保護者の方に

も設明しつつ展開してまいりたいと思ってお

ります。 

○議長（中西峰雄君）21番 上久保君。 

○21番（上久保 修君）21ページの滞納繰越

分のところをちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

 これはいろいろとご努力いただいてかなり

の収入というか、評価できるんですが、数字

から見て本来法的には回収可能な金額を乗せ

ておられるのか、そこら辺が不納欠損として

上がっていますし、決算が済んで繰り越しが

ありますよね、繰越分。そこら辺の分につい

て、今後どのように考えておられるのかなと

いうのをお聞きしたいところなんです。やは

り、本来いただけるものをいただいていない

ということなんで、収入の面について大いに

かかわってきますので、繰り越しの分につい

て、この決算のあれから見てどういうふうに

我々理解したらいいのか、答えていただけま

すか。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）まず、滞納繰越分

については、現年度分と滞納繰越分がござい

まして、例えば21ページでご指摘の固定資産

税滞納繰越分といいますのは、それの分の徴

収額ということで、収入済額が9,962万8,763

円ということで、滞納されている税金の収入

した分ということでご理解いただきたいと思

います。 

 それと、徴収率につきましては、先般来の

一般質問をいただいたわけですけれども、貴

重な一般財源になって参りますので、できる

だけ市民の方のご理解もいただいて、現年度

から滞納にならないように、現年度の段階で

納めていただくという努力を今後も推し進め

ていきたいと思っておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）21番 上久保君。 

○21番（上久保 修君）この滞納分の金額が、

法的に見て回収できる金額を上げてやってい

のかどうか。金額上げていても、法的に見て

回収できない金額がないのかなというように

思うんですが、そこら辺はきちっと現してく

れておるんですか。それを聞いているんです。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）私の答弁が説明不

足で済みません。例えば、現年度から滞納が

続いておりまして、滞納繰越分となった額が

ここに上げさせております、例えば固定資産

ですと収入済額の9,962万8,763円です。これ

につきましては、当然不納欠損となっており

ますのは7,208万1,381円で、これにつきまし

ては、決算でございますので、この数字につ

きましては入る額、入った額を上げさせてい

ただいておりまして、未済については収入未

済額として計上させていただいております。 

○議長（中西峰雄君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）もらえない額とい

うのが不納欠損額でございます。滞納繰越分

というのは、現時点ではもらえる額というこ

とで解釈をしていただいたら結構かと思いま

す。現時点ですよ。 
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○議長（中西峰雄君）21番 上久保君。 

○21番（上久保 修君）原則２回というのは

僕もわかっていますのであれなんですけど、

聞いていた内容が返ってこなかったんで言わ

せてもろたんよ。結局、不納欠損というのは

それだけで本来それだけでいいんかなという、

あとの滞納部分の、今不納欠損で落としてい

かないかん、それはいただけないというのは

わかるんです。だけど、今滞納している分の

中に、不納欠損に至るというか、そういう金

額があるのかどうかですわ、調停をしたり。

ということを聞いとるんですけど。でけへん

のはもう不納欠損で落としていっとるのはわ

かっとるよ。こんなんずっと決算額として上

がってんねんから。 

○議長（中西峰雄君）財政課長。 

○財政課長（北山茂樹君）滞納繰越分という

のは、現時点では100％取れる額、現時点です

よ。現時点では100％取れる額ということで見

ていただいたら結構です。ただし、それが５

年後、地方税法の関係がありますので、５年

を経過したら不納欠損という形に移り変わっ

ていくんですけど、現時点では滞納繰越分と

いうのは100％徴収できる額ということで考

えていただいたら結構です。 

○議長（中西峰雄君）16番 中谷晉君。 

○16番（中谷 晉君）ちょっと一点お聞きし

ます。 

 49ページの農業費補助の県費で、有害駆除

の項目で６億六千何がしかの金額が上がっと

るんよ。これに当然市負担分も入ってくるさ

かい、10億近い金になるんと違うかいなと思

うんだけど、こういう施策は県か国かの施策

やろうと思うんよ。そういうものを踏まえて、

市が独自にどういう施策を展開するのか、そ

こら辺を聞きたいなと。要はイタチごっこに

なると思うんよ。とりなさいよ、あんたら自

分の責任でとりなさいよ、何ぼでも増えてき

ますよ、その辺のイタチごっこで、この施策

で満足するのかということが一点と、それか

ら保健所だと思うんだけれども、捕獲したも

のを持っていっても、単価的に実働した単価

とどえらい違いがあるように聞いとるんよ。

例えば一匹持っていっても500円ぐらいでし

か買い取ってくれへんと。買い取るというこ

とはちょっと語弊があるかもわからんけど、

そこら辺も踏まえて今後どういう展開が図れ

るのか、施策的にお聞きしておきたいと。 

○議長（中西峰雄君）16番 中谷晉議員、49

ページの農作物鳥獣害対策強化事業費補助金

のことですね。これの32万4,000円ですね。金

額のけたが違うように思いますが。33万9,000

円と32万4,000円のことですね。わかりました。 

 答弁願います。経済部長。 

○経済部長（岡松克行君）ただ今のご質問に

対してご答弁申し上げます。 

 この鳥獣害対策関係につきましては、イノ

シシ、シカ、アライグマ等、鳥獣害が増えて

きております。その中で、鳥獣害の対策につ

きまして、補助金としまして県のほうから１

頭１万円、シカについても１万円、アライグ

マについては県費補助がないので、市単の中

で補助をさせていただいております。その中

で、昨年につきましては、イノシシにつきま

しては全部で52頭、シカについては１頭、ア

ライグマにつきましては150頭ぐらいだった

と記憶しております。それに対しての県から

の補助金でございます。今言われたような中

で、保健所等につきまして、イノシシとかシ

カとか持っていった中で、保健所のほうから

補助金という形は多分なかろうかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）16番 中谷晉君。 

○16番（中谷 晉君）僕はそういうことを聞

いてへんやろ。そういうことはわかっとるけ

れども、これを踏まえて、どういう施策を展
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開していくのかということを聞いているので、

そんな内訳を教えてもらわんでもわかっとる

つもりでおりますので。 

○議長（中西峰雄君）経済部長。 

○経済部長（岡松克行君）鳥獣害対策につき

ましては、今議員おっしゃられたように、自

分の農地は自分で守るという観点もございま

す。その中で、今増えてきておる中で、電気

柵、金属の柵等を使いまして、県費申請がご

ざいましたら、その中で対策をとっていくと

いう形をとっています。その中で、今現在か

なり多くなっておる中で、申請も多くなって

おりますので、鳥獣害対策については強化を

していきたいと思っております。 

○議長（中西峰雄君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）全般ですのでお尋ねを

します。 

 当初予算で予算が認められて、ところが、

実際に執行されないで、当初の予算は45万円

でしたけれども、 近ご相談いただいたケー

スで私はびっくりしたんですけど、予算がつ

けられているのにそれが執行されない。ボラ

ンティアで非常に頑張ってくれている方の負

担というのが、腹切りというたらいいのかな、

そうなってしまったというケースで、私は非

常にびっくりしたんです。こんなことがある

んかなと。それでいろいろ調査をした結果、

確かに予算はついていると。45万円予算はつ

いていたと。しかし、それがごく一部しか使

われないで、全体で言えば予算執行されずに、

全くボランティア個人の負担、45万円の負担

と聞いていますけれども。ご本人は非常に怒

っていて、そんな職員やめさせと、温厚な方

なんですけれども、非常に怒っておられるケ

ースがあります。結論としておっしゃってい

るのは、二度とこういうことが起きないよう

にしっかりと仕事をしていただきたいと、こ

ういうケースなんですが、この点こうしたボ

ランティアさんを怒らすというか、こういう

ことのないような予算執行、これは決算なん

でお願いしたいんですが、いかがですか。 

○議長（中西峰雄君）３番 富岡議員に申し

上げます。ただ今の質問は、何ページのどこ

になりますでしょうか。 

 ３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）ページにはないんです。 

○議長（中西峰雄君）ただ今決算審査をして

おりますので、それに関する質疑でございま

すので、その点を十分踏まえられて質問をお

願いしたいと思いますが。 

○３番（富岡清彦君）はい。そのつもりでや

っておるんですが。 

○議長（中西峰雄君）であれば、何ページの

何かがご指摘いただけるんじゃないかなと思

うんですが。 

○３番（富岡清彦君）これ、実はもうこの場

所しかないんで。20年度の決算なんですよ。 

○議長（中西峰雄君）暫時休憩いたします。 

（午前10時46分 休憩） 

                     

（午前10時49分 再開） 

○議長（中西峰雄君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 14番 土井君。 

○14番（土井裕美子君）すみません、ちょっ

といい意味ではないので、細かい点ですが、

聞かせてください。 

 教育費の287ページの委託料、英語指導助手

業務委託料2,182万9,500円なんですが、他の

市町村で、外国人助手ＡＬＴの偽装請負では

ないかというような事象でいろいろ指導を受

けている委員会がございますが、本市におか

れましては、どのような契約をされているの

かという点をお聞かせいただきたいと思いま

す。主要施策成果報告書には、子ども英会話

のミネルヴァと契約をしているということで
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ございますが、どのような形で契約をされて

いるのかという点が一点と、301ページの15、

工事請負費、隅田中学校テニスコート整備附

帯工事費ですが、これはたしか隅田中学校の

テニスコートの設置に当たり、砂が大変舞い

散るということで、防塵柵をつけるという附

帯工事があったかと思うんですけれども、そ

れをされたことによって、十分な効果が現れ

ているのかということと、大変ご近所からの

苦情というか問題点が指摘されておりまして、

この予算を再度追加いたしましてつけたとい

うような記憶がございますけれども、その後、

それをつけた以降に、周辺の住民の方より問

題点は何か指摘されなかったのかどうなのか

という点をちょっとお聞かせいただきたいと

思います。 

 それともう一点、外国人助手の関係でござ

いますが、今ご指摘のようにそういった問題

があるということは理解しておりまして、直

接学校現場で、教師がこういったことをＡＬ

Ｔに対して、こうやってほしい、ああやって

ほしいというような指導につきましては不適

切な委託になるということになりまして、22

年度はそういったところの契約について改め

る方向で動いております。そういった業務分

担、指揮命令系統を明確にした形で委託契約

をして、22年は派遣に変えておりますのでご

了解いただきたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）14番 土井君。 

○14番（土井裕美子君）ありがとうございま

す。英語助手ＡＬＴに関しては22年度よりは

業務委託が偽装請負のようなことにならない

ようにするということでご答弁いただいたん

ですが、橋本市在住の外国人の方も何名かい

らっしゃると思うんですけれども、直接雇用

をしてＡＬＴになっていただくというような

ことでやっていらっしゃる行政もございます

が、その辺の比較というか、どちらのほうが、

安上がりという言葉を使ってはちょっと問題

があるかもしれませんけれども、より効率よ

く子どもたちに影響を及ぼすには、地域と密

着した形でＡＬＴがご近所に住んでいらっし

ゃって、いろんなふれあいができるというこ

とも大変大事かなと思いますので、その辺の

ところを比較検討された上で、22年度の予算

は同じように派遣という形を選ばれたという

理解でよろしいですか。 

○議長（中西峰雄君）教育次長。 

○教育次長（西本健一君）さきに隅田のテニ

スコートの件を答弁させていただきます。 

 防塵柵ということで、一応塩化カルシウム

というんですか、一番新しい対応の素材を用

いまして、対応策はとらせていただいたんで

すが、十分その辺はできていないというよう

なご近所の方のご不満がございまして、現在

もその対応を考えておるところなんですが、

21年度中はそういうことで、そういった塩化

カルシウムの 新の材料を用いて対応させて

いただいたところなんですが、22年度は緑化

の関係の対応によって、日陰の確保とあわせ

て、そういったところの対応策をできる範囲

でとらせていただこうかなと思っております。

隅田中学のテニスコートについては、大変工

事の関係からいろいろご迷惑をおかけして、

垂井区とも何回かお話し合いもさせていただ

き、それから芋生の方ともそういった対応策

については話はさせてもらっております。そ

ういうところで、できる限り苦情の対応をさ

せてもらっているところでございます。 

 それと、隅田のテニスコートに関しては、

緑化ということを言われましたけれども、緑

化をすることによって、まだ現在問題が起こ

っているというか、継続している防塵、砂の

被害については解消されるということで、近

隣住民の方との話し合いというのはなされて

いるんでしょうか。その辺二点だけ、再度お
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願いします。 

○議長（中西峰雄君）教育次長。 

○教育次長（西本健一君）ＡＬＴの関係につ

きましては、かつて橋本市は一番 初に直接

雇用をしていた時代があったと思います。現

在もそういうことで直接雇用されているとこ

ろがあると思いますが、結果的に橋本市はこ

ういった委託に変えていくほうが、いろいろ

とＡＬＴの個人的な、学校で教えていく場合

にはいろいろと教育委員会がかかわって、す

ごい昔の話ですが、住まいも用意して、いろ

んなお世話をして外国から来られた方の面倒

を見てきた経過もあります。そういった過程

を経て、現状の委託契約に変わってきており

ます。それから、人数的なことも、質・量あ

わせて確保していけることも、要するに多く

の学校に対応していくという話もありますし、

労務管理というのが、委託していった場合に

は会社にお任せできるということで、いろん

な直接雇用の問題が解消されるということで、

現状はそういった、現在の形になっておりま

す。以上です。 

 それと、先ほどのテニスコートの関係なん

ですが、緑化によりまして、ご迷惑をかけて

いるお宅に対しての、ある程度目隠しにもな

って、防塵に対する効果も若干現れると考え

ておりまして、そういった対策をご了解の中

でとっていきたいと考えておりますので、ご

理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、こ

れをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております認定第１号に

ついては、８人の委員をもって構成する平成

21年度決算審査特別委員会を設置し、これに

付託の上審査することにいたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第１号については、８人の委

員をもって構成する平成21年度決算審査特別

委員会を設置し、これに付託の上審査するこ

とに決しました。 

 平成21年度決算審査特別委員会委員の選任

については、委員会条例第８条第１項の規定

により議長より指名いたします。 

 １番 岡君、２番 阪本君、４番 松浦君、

７番 中谷和史君、９番 上田君、12番 辻

本君、22番 楠本君、23番 井上君、以上８

人を指名いたします。 

 この際、暫時休憩いたします。 

（午前11時00分 休憩） 

                     

（午前11時30分 再開） 

○議長（中西峰雄君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 この際、報告いたします。 

 先ほど設置されました、平成21年度決算審

査特別委員会委員長に辻本勉君、副委員長に

楠本知子君が選出されました。 

 以上で報告を終わります。 

 日程に従い、議案審議を行います。 

                     

 日程第６ 認定第２号 平成21年度橋本市

国民健康保険特別会計決算の認定につい

て から、日程第19 認定第15号 平成21

年度橋本市後期高齢者医療特別会計決算

の認定について までの14件 

○議長（中西峰雄君）日程第６ 認定第２号

平成21年度橋本市国民健康保険特別会計決算

の認定について から、日程第19 認定第15

号 平成21年度橋本市後期高齢者医療特別会

計決算の認定について までの14件を一括議

題といたします。 
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 これより質疑を行います。 

 まず、認定第２号 平成21年度橋本市国民

健康保険特別会計決算の認定について 質疑

を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、認定第３号 平成21年度橋本市簡易水道

事業特別会計決算の認定について 質疑を行

います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、認定第４号 平成21年度橋本市国民宿舎

特別会計決算の認定について 質疑を行いま

す。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、認定第５号 平成21年度橋本市住宅新築

資金等貸付事業特別会計決算の認定について

質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、認定第６号 平成21年度橋本市老人保健

特別会計決算の認定について 質疑を行いま

す。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、認定第７号 平成21年度橋本市公共下水

道事業特別会計決算の認定について 質疑を

行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、認定第８号 平成21年度橋本市駐車場事

業特別会計決算の認定について 質疑を行い

ます。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、認定第９号 平成21年度橋本市墓園事業

特別会計決算の認定について 質疑を行いま

す。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、認定第10号 平成21年度橋本市農業集落

排水事業特別会計決算の認定について 質疑

を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、認定第11号 平成21年度橋本市土地区画

整理事業特別会計決算の認定について 質疑

を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、認定第12号 平成21年度橋本市介護保険

特別会計決算の認定について 質疑を行いま

す。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○教育次長（西本健一君）大変申しわけあり

ません。歳入の31ページの、上久保議員から

質問があった産業文化会館使用料の減免の関

係でございます。 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、認定第13号 平成21年度橋本市介護サー

ビス事業特別会計決算の認定について 質疑

を行います。  これについては、使用料の減免ということ

で、産業文化会館設置及び管理条例施行規則

第７条で、使用料を減免する場合、及びその

減免する額は、各号に掲げる区分に応じ、前

納した使用料の額にそれぞれ当該各号に定め

る割合を乗じた額とするということで、１号

から４号まであります。その中で、１号とし

て、本市が主催する事業のために利用する基

本使用料及び附属設備使用料の５割、それか

ら２号に、本市が他の団体と共催する事業の

ために利用するとき、基本使用料及び附属設

備使用料の５割、それから３号として、社会

福祉協議会が主催する事業のために利用する

とき、基本使用料及び附属施設利用料の５割、

第４号として、前の３号に掲げるもののほか、

教育委員会が認める公益事業のために利用す

るとき、その都度定めるとなっております。

それで、金額的には議員ご指摘のとおり、主

要成果報告の134ページの、それぞれ大ホール

から３階和室までの合計金額で、21年度75万

4,826円、そういったところで減免をしておる

んですが、議員が不透明であるというご指摘

の中で、特に公益事業ということで、21年度

の決算で市が減免をしておるところが４件ご

ざいます。内容的には、老人クラブ等の４件

に対する減免になっております。そういった

ところが、議員から不透明なところではない

かというご指摘がございます。現状ですが、

22年度から指定管理になった時点では、そう

いったところ、文化スポーツ振興公社のほう

で規定にのっとって、指定管理が認める公益

事業については取り扱いの内部規定を設けま

して、社会教育認定団体などがイベントで大

ホールを使用する際には減免をしていくとい

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、認定第14号 平成21年度橋本市指定訪問

看護事業特別会計決算の認定について 質疑

を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、認定第15号 平成21年度橋本市後期高齢

者医療特別会計決算の認定について 質疑を

行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております認定第２号か

ら認定第15号までの14件については、平成21

年度決算審査特別委員会に付託いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第２号から認定第15号までの

14件については、平成21年度決算審査特別委

員会に付託し、審査することに決しました。 

 この際、教育次長から保留いたしました答

弁をいたさせます。 

 教育次長。 
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う形になっております。そういったところで

適切な対応を、現状はとられておりますが、

公益事業に関して議員ご指摘のところがあっ

たと感じております。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）以上で答弁を終わりま

す。 

                     

 日程第20 認定第16号 平成21年度橋本市

水道事業会計決算の認定について と、日

程第21 認定第17号 平成21年度橋本市

病院事業会計決算の認定について まで

の２件 

○議長（中西峰雄君）日程第20 認定第16号 

平成21年度橋本市水道事業会計決算の認定に

ついて と、日程第21 認定17号 平成21年

度橋本市病院事業会計決算の認定について 

の２件を一括議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 まず、認定第16号 平成21年度橋本市水道

事業会計決算の認定について 質疑を行いま

す。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、次

に、認定第17号 平成21年度橋本市病院事業

会計決算の認定について 質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

 11番 岩田君。 

○11番（岩田弘彦君）５ページの事業損益計

算書の中の医業収益と医業費用、医業費用の

ほうでは給与費等に当たると思うんですが、

前々から看護体制、10対１看護と７対１とい

うことで、記憶に間違いがなかったら７対１

看護にすると医業費用、看護師の数は増やさ

なあきませんが、医業費用を上回る医業収益

になるというお話をお聞かせいただいていた

と思います。現状としてはなっていないよう

に思うんですが、それについて、今後どのよ

うに考えていかれるのかなということでお伺

いします。 

○議長（中西峰雄君）病院事務局長。 

○病院事務局長（尾崎慶和君）10対１という

問題から申し上げますと、まず10対１は看護

師、患者さん２人につき看護師１名の体制で

ございます。７対１は、患者さん1.4人に対し

て１人の看護体制ということになります。そ

れで、現在はダウンサイジングを行いまして、

250床で運営しておるわけなんですけれども、

仮に300床で運営して７対１をとった場合に

は、約50名ぐらいの看護師が必要となります。

それで、人件費的にいいますと、50名であれ

ば約500万円の１人の人件費といたしまして

２億5,000万円、それでＤＰＣにおける７対１

看護の関係でいきますと、約２億8,000万円以

上の収益になろうかと思います。 

 それで、現在のところでございますけれど

も、250床で仮に７対１をめざした場合は、三

十五、六名で済むかなというところでござい

ます。実際のところは、定員適正化の問題が

ございまして、特に平成22年度からは連結決

算の本格的な実施というところもございまし

て、市当局のほうともいろいろご協議をさせ

ていただいている中で、定員適正化もござい

ますし、それから退職手当債の問題もござい

ますので、企画経営室のほうでは相当市が減

員している中で、病院と切り離して物事を考

えてもいいんじゃないかというご提案もいた

だきまして、先般来県の市町村課に出向きま

して、病院として話もしてまいりました。県

のほうとしましては、明日なんですけれども、

総務省に出向きまして、市の考え方、病院の

考え方、７対１に向けての問題、その前の、

あと50床、今閉めております病床を解消する
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問題等に向けての人員について、改革プラン

等も含めまして、明日総務省の見解を聞いて

こられるということをお聞きしておりますの

で、来週あたりには正式な見解が出てこよう

かと思います。ぜひとも岩田議員ご指摘のと

おり７対１をめざしたいと。県内ではもう既

に13病院が７対１をとったということになっ

てきております。100病院中もう13病院が７対

１を取得しておるというような状況でござい

ますので、本院も何とか早くそれを実施に移

していかないと、看護師を集めるのが非常に

厳しいと。経営だけの問題ではなくて、看護

師がなかなか集まらない病院になっていって

も困りますので、今後ともそれに向けて全力

を尽くしてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）11番 岩田君。 

○11番（岩田弘彦君）実は、何で聞かせてい

ただいたかというと、この間からたまたま看

護師２名の方をお話しさせていただく機会が

ございまして、お話ししていると、どうも元

橋本の市民病院の看護師だったらしいんです。

それが、今はほかの医療機関に行っているん

ですけど、市民病院で看護師続けてやってく

れたらいいのに、給料もそんなに悪くないと

おれは思うんだけどと言うたら、給料のこと

じゃなかったみたいなんですよ、お話を聞く

と。やはり10対１と７対１ということになる

と、７対１になるとやはり労働環境というの

も看護師さんにとってはよくなるということ

なんで、今のままでは大変なんで移らせても

らったんですよ、みたいな話を聞かせてもら

ったんで、今も話を聞くと13病院がそっちの

方向になっとると。となってくると、そこそ

こ給料出したところで、看護師の勤める環境

が大変ということになったら看護師けえへん

なると私も同じ心配をしたんでお聞かせいた

だいたんで、問題は定員適正化計画が連結し

ているという話はよく聞くんだけど、それを

切り離してもらうか、もしくは、多分国は独

立行政法人向いていけとか、そういう方向を

言っていると思うんですよ。土地も市のもの

になったんでしょう。独立行政法人化のほう

に向けても、債務がどうかとかその辺はわか

りませんが、いけるんではないかなという気

もしないでもないし、一番いいのは今のまま

外してもらったらいいわけですね。定員適正

化計画とは別物ですというようにしてもらっ

たら一番いいんだけど、どっちにしろ、早く

そっちの方向にいかないと心配がありますの

で、そのことについて管理者のご所見をお伺

いできたらと思います。 

○議長（中西峰雄君）病院事業管理者。 

○病院事業管理者（石井敏明君）おただしを

いただきましたことについてですが、確かに

病院は医師と看護師が充足しなければ患者サ

ービスが図れないという基本的なところがご

ざいますし、経営的なことにつきましても、

非常に重要なところでございます。ただ今局

長が申しましたように、この近辺におきまし

ても、那賀病院は７対１看護基準、紀和病院

も７対１看護基準をとっております。 

 そういうことで、本院もぜひともめざした

いわけでございますが、今説明しましたよう

な障害がありまして、至っていないという現

状があります。それを切り開いていくという

ことになりますと、市の経営から切り離して

独立行法人化をめざすということになると、

全く切り離した経営形態がとれるわけです。

ところが、これもまた障壁があります。 

 それは何かといいますと、橋本市民病院の

決算状況の中で、現在のところ不良債務が出

ているということが障害になっておりまして、

企業会計の中で不良債務が出るということは、

単年度収支の収支状況が、つじつまが合って

いないということですので、行政指導が入っ
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ている。独立行政法人化には抜け出せないと

いうような障壁があるわけです。 

 これのクリアのために、平成16年度市民病

院が新しくなってから、債務が非常に大きく

なりましたが、これまで６年間順調に右肩上

がりに推移してきておりまして、公立病院経

営ガイドラインというのを、橋本市の意向と

いうことで市と病院とで県を通じて国のほう

に、市民病院の経営はこのようにしますとい

う計画書を出してあるんです。それが、平成

23年度末までのプランとして出しておりまし

て、23年度末には不良債務をなくしますとい

うプランに申請を出してあるんです。我々と

しては、何としてもそのプランを満足させた

いと。かろうじて平成21年度決算におきまし

ても、概ね、市の協力もいただきながら、こ

れまでプランどおりの推移をたどっておりま

す。あと、22年、23年度をプランどおり右肩

上がりで経営が推移しますと、独立した経営

でやっていけるということになりますので、

その時点では、病院内では職員に向けては、

いわゆる独立した形でやるのか、経営的に自

立を本当にできて、そして７対１看護ができ

て、当院の厳しいところはいま一つありまし

て、ＩＣＵという施設がないので、看護師の

労働に非常に厳しく負担がかかるという実態

があります。これも何億円かかけてつくらな

いかんということの山場が、まだ今いくつか

あるのですけれども、概ね計画の順序をたど

っておると。何とかクリアをしてそういう障

壁を乗り越えていきたいというふうに思って

おります。独立行政法人化につきましては、

その時点というんですか、23年度の決算の状

況を見て、新たに判断するということで、今

職員らには訴えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）少し、二点お尋ねをい

たします。 

 一点は、市長もあちこちで大分宣伝をして

いただいておるんですけれども、ジェネリッ

クの医薬品なんですけれども、今回21年度大

分増えてきておるのか、どうなのか、これに

ついてまず一点。 

 それともう一点は、やはり医師不足で、そ

の中で非常に厳しい中でも一生懸命やってい

ただいているなということは感じております。

また、伊都の医師会からのご協力をいただい

て、休日とかの外来診療なんかもお願いして

いると思うんですけれども、小児科の夜間と

か、まだまだ非常に厳しいという市民からの

声もお聞きをするんですけれども、そのあた

りについての今後の方針といいますか、ご所

見をお尋ねしたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）病院事務局長。 

○病院事務局長（尾崎慶和君）まず後発医薬

品のジェネリックの関係でございますけれど

も、平成19年が全医薬品1,402品目に対して

120品目、それから平成20年は1,407品目に対

して130品目、平成21年度は1,420品目に対し

て138品目、9.72％ということになっておりま

す。何とか本年度の目標は200品目ぐらいにも

っていきたいということで、院内の薬事委員

会等でも幅広く議論していただいているとこ

ろでございます。特に、放射線科のほうの造

影剤を中心に、何とかジェネリック化を図り

ながら、200品目を超えるような形にもってい

きたいとは思っております。 

 それから、医師不足に対しますお尋ねでご

ざいますけれども、今伊都医師会のほうから

先生方、内科医の関係で支援していただいて

おります。17名の先生方にご支援いただいて

おりまして、日曜日あたりに特に、昼間でご

ざいますけれども、応援をしていただいてお

ります。 

 小児科医の問題でございますけれども、本
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院では今２名体制でございまして、伊都医師

会のほうでも小児科医不足というところもご

ざいますし、なかなか開業医も多くないとい

うこともございます。けれども、以前から申

し上げていますように、小児科のミニ輪番制

でご協力をいただいております。なかなかそ

れ以上の、今の内科の体制のようなご支援を

いただくということは非常に難しい状況でご

ざいまして、あとは和歌山県立医科大学をは

じめとしました派遣元に対して、３名体制に

していただくようにご支援をいただくしかな

いかなというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）13番 瀧君。 

○13番（瀧 洋一君）だいたいわかるんです

けれども、ジェネリックは200に増やすという

ことなんですが、 終的にはどれぐらいまで

お考えなのか。これを増やしていくのにかな

り厳しい条件というのか、もう少しできるだ

け増やしていっていただきたいとは思うんで

すけれども、その基順等で単に増やします、

宣伝というような問題じゃないのかなという

ようなのを今の答弁から感じるわけですけれ

ども、その点についてもう少しご説明いただ

きたいことと、小児科に関しては、もう本当

にこれは医師不足というのもよくわかるんで

すけれども、実際市内のお母さん方は夜に和

歌山まで１時間半かけていくというのは大変

なんで、これは難しいことは重々わかった上

なんですけれども、何かほかに考えられるよ

うな方策等あれば、ミニ輪番もあるんですけ

れども、どうしても子どもは、都合の悪いと

きによく熱を出したりするものですから、そ

こらもあわせてお願いしたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）病院事務局長。 

○病院事務局長（尾崎慶和君）まずジェネリ

ックの関係でございますけれども、特に自治

体病院とか大学病院あたりが、非常にジェネ

リック率が悪いと。それはやはり新薬に依存

する体制というのがございまして、メーカー

が新薬を開発いたしますと、治験を兼ねまし

て、大学を通じて自治体病院に対して調査研

究の依頼があると。それをその大学の教室の

教授にデータを上げていくというようなシス

テムがございまして、どうしてもジェネリッ

ク化に一層の推進ができないというようなと

ころがございます。 

 さしずめ本院といたしましては、とにかく

国の施策でもございますし、本市の国保の財

政とかというところを考えますと、何とか200

品目以上にもっていきたいと。ＤＢＣ効果に

おけるものを 大限に発揮するためにも、投

薬、注射は包括払いでございますので、なお

一層の経済的効果が現れてくるんですけれど

も、今回の22年の４月の診療報酬改定で、ジ

ェネリック率が20％以上だったと思うんです

けれども、そこのところに対しては診療報酬

をつけるというようなところが出てきました。

けれども、そのベッド数が問題でございまし

て、200床未満の病院というようなところで出

ておったと思います。そういうところが撤廃

されたり、いろいろ出てくれば、大きな病院

ももっともっと推進されるんではなかろうか

と思いますけれども、いずれにいたしまして

も、国の施策でございますので、病院もなお

一層推進してまいりたいと思いますのと、監

査委員からもしっかり推進するようにという

ご指摘もいただいておりますので、順を追っ

て進めてまいりたいと思っております。 

 それから、小児科の関係でございますけれ

ども、ほかに何か施策ということになってき

ますと、これは私が一存で申し上げることで

もないかと思うんですけれども、紀北分院が

新しくなります。それから、公立那賀病院に

も小児科医が３名おります。五條病院に小児

科医がおられたのかわかりませんけれども、
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そういうところの広域的な連携でない限り、

なかなか小児科医師不足の中でいいますと、

夜間まで含めて紀北地域を補完するというの

は難しいであろうと。そういうことの中で、

「すこやかキッズ」みたいなものが出てきて、

和歌山市に編入したような形のものになって

しまったというようなところもございますの

で、その辺を訴えながら今後も推進してまい

りたいと思いますけれども、非常に厳しい状

況であるということは変わりございません。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）ジェネリックの1,420

品目のうちに、可能としては何品目ぐらいジ

ェネリックいけるんですか。 

 それと、ジェネリックによって市民病院が

どれぐらい利益を得ているというか、つなが

っているというのはどんなものでしょうか。 

○議長（中西峰雄君）病院事務局長。 

○病院事務局長（尾崎慶和君）まず先ほど申

し上げましたように、21年度で決算ベースで

申し上げますと1,420品目中ジェネックが138

品目ということになっております。占有率が

先ほど申し上げましたように9.72％、10％近

いというところでございます。国のほうは

20％以上をめざせというところでございます

けれども。 

 それとジェネリックにおける利益幅でござ

いますけれども、ちょっと調べさせていただ

けますか。 

○議長（中西峰雄君）４番 松浦君。 

○４番（松浦健次君）今、私がお伺いしたの

は、一つ目は、1,420品目のうちで理論的にジ

ェネリックを使える可能な数というのは客観

的にはいくらぐらいあるんですかということ。 

○議長（中西峰雄君）病院事務局長。 

○病院事務局長（尾崎慶和君）先ほど申し上

げましたように、現在138品目でございますの

で、200品目ということでございますので、あ

と60品目程度になるかなと、今後増やしてい

けるというものが。全部で200品目ということ

で、抗生物質を含めたジェネリック割合とい

うものが、国のほうから出ている総薬品比に

対してジェネリックがどれぐらいあるかとい

うところは、ちょっと私も承知はしておらな

いんですけれども、いずれにしましても、抗

生剤に対しても、先ほど申し上げました造影

剤にしても、何とかジェネリック化を図って

いきたいと。今後、本院で138品目のうちジェ

ネリック化されていますのは抗生剤中心なん

ですね。抗生物質中心でございます。それを、

今度は造影剤でジェネリックがたくさん出て

おりますので、これの推進を図っていきたい

というところでございます。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております認定第16号と

認定第17号の２件については、平成21年度決

算審査特別委員会に付託いたしたいと思いま

す。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第16号と認定第17号の２件に

ついては、平成21年度決算審査特別委員会に

付託し、審査することに決しました。 

 この際、午後１時まで休憩いたします。 

（午後０時３分 休憩） 
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